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令和８年度７月採用 静岡市会計年度任用職員採用選考案内 

＜駿河福祉事務所 生活支援課 就労支援業務＞ 

 

１  職種、採用予定人員及び職務内容 

職種  
採用予

定人数  
職務内容  

会 計 年 度 任 用 職 員  

（ 就 労 支 援 業 務 ）  若干名  

(1)求職の相談に応じ、求職情報の提供や就職方法

についての支援を行う。 

(2)公共職業安定所で求職する場合に同行し、支援

を行う。 

(3)必要に応じ、企業面接に同行する。 

(4)収集した求職情報を整理し、広くケースワーカ

ーに提供する。 

(5)ケースワーカーの就労指導に協力する。  

(6)その他就労支援に関する業務を行う。 

 

２  勤務条件等 

採用予定年月日 令和８年７月１日採用 

任用期間 

採用日から令和９年３月31日まで 

※採用は全て条件付きで、原則として採用から１か月間を良好な成績で勤務

した時に初めて正式採用となります。（地方公務員法第22条の２第７項）

再度任用した場合も同様です。 

※勤務成績が優良な場合に限り、再度任用する場合があります。ただし、職

制若しくは定数の改廃又は予算の減少により職そのものが廃止になるとき

は、再度の任用はありません。 

※再度任用した場合の最長任用期間は、公募の選考により採用された日から

５会計年度です。 

※補欠合格の場合は、令和８年７月31日までに欠員が生じた場合に限り、随

時採用されます。 

勤務場所 

静岡市駿河区南八幡町10番40号 

静岡市役所駿河福祉事務所生活支援課（駿河区役所２階） 

※敷地内禁煙 

勤務時間 

原則として月曜日から金曜日の午前８時 30 分から午後５時 15 分までの間で

週 31時間（７時間 45 分×４日） 

※休憩時間が１時間あります。 

※時間外（休日）勤務のある場合があります。 

休日等 

週休日（土曜日、日曜日）及び国民の祝日に関する法律に規定する休日並び

に12月29日から翌年１月３日までの日。 

※週31時間勤務の場合、週４日勤務のため、週休日が上記に加え１日追加さ

れます。 

報酬月額等 

197,900円～206,800円（予定） 

※報酬月額は、職務経験を加味して決定します。この採用選考による採用

後、最長５会計年度、再度任用された場合の上限は、208,400円（予定）

です。 

※その他、時間外勤務手当、休日勤務手当、期末手当、勤勉手当、費用弁償 

（通勤）等が「静岡市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条

例」に基づき、支給されます。 
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休暇等 

任用開始から６か月経過日を基準とした最大10日の年次有給休暇、疾病等の

場合に与えられる病気休暇、結婚・出生サポート・出産・忌引・看護・両立

支援・夏季等の特別休暇、日常生活に支障がある者の介護をする場合に与え

られる介護休暇、育児休業等、社会保険等があります。 

服務 

地方公務員法の「分限・懲戒」及び「服務」の規定が適用されます。 

ただし、営利企業への従事等の制限は不適用となり兼業が可能です（事前の

届出が必要です。）。 

 

３  受験資格  

下記のすべての条件を満たす人 

（１）次のいずれかに該当する人 

ア  厚生労働省指定のキャリアコンサルタント能力評価試験資格を有する者 

イ 産業カウンセラーの資格を有する者 

ウ 社会福祉士の資格を有する者 

エ 公共職業安定所において、相談業務経験を有する者 

オ 企業、団体等において人事等の部局に所属し、従業員の再就職等に係る相談業務経験を 

有する者 

カ 人材紹介業、人材派遣業、再就職支援業における業務経験を有する者 

（２）次のいずれにも該当しない人（地方公務員法第 16 条） 

ア 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けること

がなくなるまでの者 

イ 当該地方公共団体において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から２年を経

過しない者 

ウ 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴

力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者 

 (注)日本国籍を有しない人で就労が制限されている在留資格の人は採用されませ

ん。 

 

４  選考の実施日時・会場等   

選考日時  試験会場  

令和８年６月４日（木） 

※集合時刻、試験時間等は受験票

にてお知らせします。  

静岡市駿河区南八幡町 10 番 40 号  

駿河区役所 ２階  22 会議室  

 

５  選考の内容 

  個別面接試験  

 

  



3  

６  申込方法  

申込方法  郵送若しくは持参又はインターネット 

申込受付期間 

令和８年５月１日（金）から８年５月 26 日（火）まで 

※郵送の場合、消印有効ではありません。  

※持参の場合、午前８時 30 分から午後５時 15 分まで。土、

日及び祝日を除く。 

※インターネットの場合、令和８年５月 27 日（水）午前０時

00 分以降の入力は無効です。 

提出書類  

① 静岡市会計年度任用職員（駿河福祉事務所生活支援課 就労支援業務）

採用選考申込書 

② 履歴書（市指定様式） 

③  職務経歴書（様式任意） 

※提出書類及び面接時に取得した個人情報は、選考及び選考

事務以外の目的には一切使用しません。 

※提出された書類は返却しません。 

※採用選考申込書は必ず本人が記入してください。 

※①については市指定様式に記入してください。ただし、イ

ンターネットによる申し込みの場合、①及び②は不要で

す。 

申込先  

・郵送又は持参で申し込む場合 

〒 422-8790 静岡市駿河区南八幡町10番 40号  

静岡市役所駿河福祉事務所生活支援課生活福祉第４係（駿河

区役所２階） 

※封筒の表に「採用選考申込書」と朱書きしてください。 

 

・インターネットで申し込む場合 

以下のフォームから必要事項を入力してください。 

 
※ URLでの接続も可能です。 

URL https://logoform.jp/form/79j2/1518800 

※パソコン及びスマートフォンでの入力が可能です。 

※入力完了後、登録いただいたメールアドレス宛に受付完了

メールが送信されますが、受信を確認できない場合は、駿

河福祉事務所生活支援課  生活福祉第４係までご連絡くださ

い。 
 

 

７  受験票の発送 

受験票は 申込み があ り次第、 随時発 送予 定です。  

 

８  結果通知  

  合否 にかか わら ず、文書 で全員 に通 知します 。  
 

  

https://logoform.jp/form/79j2/1518800
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９ 問合せ先 

静岡市役所 駿河福祉事務所生活支援課 生活福祉第４係（駿河区役所２階） 

〒422-8790 静岡市駿河区南八幡町10番40号 電話054-287-8617 

※ただし、午前８時 30 分から午後５時 15 分まで。 土、日及び祝日を除く。 

静岡市ホームページ https://www.city.shizuoka.lg.jp/ 

[トップページ]→[市政情報]→[静岡市のご案内]→[職員採用]→[非常勤・会計年度任用職員]→

[令和８年７月採用 静岡市会計年度任用職員採用選考（駿河福祉事務所 生活支援課 就労支

援業務）] 

 

 

https://www.city.shizuoka.lg.jp/

